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学 校 及 び 保 育 園

１ 監査の種類

地方自治法第199条第１項、第２項及び第４項並びに岡崎市監査基準第４条第１項

第１号及び第２号の規定により実施する監査

２ 監査の対象及び実施期日

監 査 の 対 象 実 施 日

矢 作 西 保 育 園 矢 作 こ ど も 園 令和４年８月８日

奈 良 井 保 育 園 若 松 保 育 園 六 名 南 保 育 園 令和４年８月10日

常 磐 中 学 校 常 磐 東 小 学 校 常 磐 南 小 学 校 令和４年９月７日

甲 山 中 学 校 井 田 小 学 校 細 川 小 学 校 令和４年９月９日

３ 監査の対象期間

令和４年４月１日～令和４年９月９日

４ 監査の着眼点

財務に関する事務等の執行が法令等に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果

を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているかについて、配当予算

の執行及び現金の出納を重点に監査した。

５ 監査の実施内容

岡崎市監査基準の規定に基づき、提出された監査資料を参考とし、関係書類を試

査するとともに、各小中学校長、保育園長及びこども園長等の説明を聴取し、かつ

物品の管理状況について実査を行った。

６ 監査の結果

各事務は、法令等に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるよ

うにし、その組織及び運営の合理化に努めているとおおむね認められた。
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総 合 政 策 部

企画課、デジタル推進課、秘書課、広報課、地域創生課

１ 監査の種類

地方自治法第199条第１項、第２項及び第４項並びに岡崎市監査基準第４条第１項第

１号及び第２号の規定により実施する監査

２ 監査の実施期間

令和４年３月29日～令和４年10月31日

３ 監査の対象期間

令和３年４月１日～令和４年３月31日

４ 監査の着眼点

財務に関する事務の執行、経営に係る事業の管理及び事務の執行が法令等に適合し、

正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努

めているかについて監査した。

５ 監査の実施内容

岡崎市監査基準の規定に基づき、提出された監査資料を参考とし、関係書類を試査

するとともに、部課長等の説明を聴取して監査を実施した。

６ 監査の結果

各事務は、法令等に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるよう

にし、その組織及び運営の合理化に努めているとおおむね認められた。
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福 祉 部

地域福祉課、ふくし相談課、障がい福祉課、長寿課、介護保険課、

国保年金課、医療助成室

１ 監査の種類

地方自治法第199条第１項、第２項及び第４項並びに岡崎市監査基準第４条第１項第

１号及び第２号の規定により実施する監査

２ 監査の実施期間

令和４年３月29日～令和４年11月28日

３ 監査の対象期間

令和３年４月１日～令和４年３月31日

４ 監査の着眼点

財務に関する事務の執行、経営に係る事業の管理及び事務の執行が法令等に適合し、

正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努

めているかについて監査した。

５ 監査の実施内容

岡崎市監査基準の規定に基づき、提出された監査資料を参考とし、関係書類を試査

するとともに、部課長等の説明を聴取して監査を実施した。

６ 監査の結果

事務は、法令等に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるように

し、その組織及び運営の合理化に努めているとおおむね認められたが、次のとおり改

善・検討を要する事項等が見受けられた。
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地域福祉課

１ 生活保護法第63条返還金及び第78条徴収金の延滞金に係る手続きにおいて、次の

とおり不備な点が見受けられたため、税外収入の延滞金に関する条例等に準拠した

適正な処理をされたい。

⑴ 延滞金を減免とする決裁について、同条例第５条に規定されたやむを得ない事

由を記載していなかった。

⑵ 延滞金を減免とする決裁を督促状発送時にとっているにもかかわらず、延滞金

の額を記載した督促状を発していた。

２ 生活保護法に基づく立入調査票の交付事務について、他課の交付した証票が誤っ

て返還されている事例が見受けられたため、適正な管理方法を検討されたい。

ふくし相談課

社会福祉協議会運営費等補助金の交付事務において、社会福祉協議会から学区（地

区）福祉委員会へ間接市費補助金を交付しているが、市費補助金としては補助対象外

である経費を含めた事業全体として実績報告されているものがあったため、関係機関

と協議し適正な対応をされたい。

障がい福祉課

１ 友愛の家の講座受講料の収納事務について、当該会計年度３月分の一部が翌年度

歳入として処理されていたため、法令等に準拠した適正な処理をされたい。

２ 心身障がい者福祉扶助料返還金収入の債権管理において、次のとおり不備な点が

見受けられたため、法令等に準拠した適正な処理をされたい。

⑴ 債権管理簿について、債権管理規則第６条に規定された記載すべき事項を記載

していないものがあった。

⑵ 分割納付されているものについて、書面にて分納誓約書を徴収していなかった。

３ 障がい福祉サービス等事業所サービス継続事業費補助金の交付事務において、次

のとおり不備な点が見受けられたため、適正な処理をされたい。

⑴ 補助事業の内容や補助金の使途の確認が十分に行われていないものがあった。 

⑵ 当該補助金の対象事業とは異なる事業に係る経費を補助対象経費に含めている

ものがあった。
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長寿課

１ 公有財産台帳について、工作物の台帳が作成されていないものがあったため、公

有財産管理規則等に準拠した適正な処理をされたい。

２ 精算を伴う指定管理業務の修繕費の実績報告について、証拠書類で金額の確認が

行われていなかったため、適正な処理をされたい。

３ 学区敬老会運営事業費補助金の実績報告について、交付決定前の事業に係る経費

を補助対象経費に含めているものがあったため、適正な処理をされたい。

介護保険課

１ 補助金の交付事務において、次のとおり不備な点が見受けられたため、適正な処

理をされたい。

⑴ 介護保険関係資格取得研修受講料等補助金について、交付要綱で交付の条件と

して規定された研修等の結果が書面により報告されていないものがあった。

⑵ 老人福祉施設等開設準備経費助成事業費補助金の実績報告について、証拠書類

で支払いの確認が十分に行われていないものがあった。

⑶ 軽費老人ホーム利用料補助金について、補助対象外経費を補助対象経費に含め

ているものがあった。

２ 社会福祉法等に基づき交付された立入検査証について、氏名等の必要事項が記載

されていないものや返還の手続きがされていないものがあったため、適正な管理方

法を検討されたい。

医療助成室

後期高齢者医療保険料の延滞金として整理された収入について、一部整理すべき科

目が不明瞭なものがあると思料されるため、関係各課と協議の上、適正な処理をされ

たい。
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財 務 部

財政課、行政経営課、市民税課、資産税課、納税課

固定資産評価審査委員会

１ 監査の種類

地方自治法第199条第１項、第２項及び第４項並びに岡崎市監査基準第４条第１項第

１号及び第２号の規定により実施する監査

２ 監査の実施期間

令和４年３月29日～令和４年12月27日

３ 監査の対象期間

令和３年４月１日～令和４年３月31日

４ 監査の着眼点

財務に関する事務の執行、経営に係る事業の管理及び事務の執行が法令等に適合し、

正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努

めているかについて監査した。

５ 監査の実施内容

岡崎市監査基準の規定に基づき、提出された監査資料を参考とし、関係書類を試査

するとともに、部課長等の説明を聴取して監査を実施した。

６ 監査の結果

各事務は、法令等に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるよう

にし、その組織及び運営の合理化に努めているとおおむね認められたが、次のとおり

改善・検討を要する事項等が見受けられた。
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市民税課

１ 諸証明手数料等の現金出納事務について、次のとおり不備な点が見受けられたた

め、法令等に準拠した適正な処理をされたい。

 ⑴ 現金出納簿について、現金取扱日で記載しておらず、それに伴い毎月の現金出

納報告書の報告内容にも誤りがあった。

 ⑵ 歳入の所属年度及び歳入科目を誤っているものがあった。 

２ 市税条例第21条に規定されている個人市民税の均等割を課さない場合の前年の合

計所得金額について、同条例の規定が地方税法施行令で定める基準に準拠したもの

となっていなかったため、適正な対応をされたい。

３ 軽自動車税種別割の減免について、精神障がい者本人が運転する軽自動車等に係

る申請に対して軽自動車税減免取扱要領の規定に基づき減免を適用していたが、市

税条例に根拠となる規定がなかったため、適正な対応をされたい。

資産税課

１ 熱損失防止改修等住宅に係る固定資産税の減額適用について、地方税法施行令附

則に規定されている対象工事費の要件を誤って認識し、適用対象外となる工事費に

係る申告に対して減額を適用しているものがあったため、法令等に準拠した適正な

処理をされたい。

２ 市税規則第13条に規定されている固定資産税の非課税適用について、固定資産の

所有者からではなく、当該固定資産を借り受けている者からの申告により非課税を

適用しているものがあったため、同規則に準拠した適正な処理をされたい。

納税課

納税証明書交付手数料の現金出納事務について、歳入の所属年度を誤っているもの

があったため、適正な処理をされたい。
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土 木 建 設 部

建設企画課、土木管理課、道路維持課、道路予防保全課、

道路建設課、河川課

１ 監査の種類

地方自治法第199条第１項、第２項及び第４項並びに岡崎市監査基準第４条第１項第

１号及び第２号の規定により実施する監査

２ 監査の実施期間

令和４年８月23日～令和５年３月30日

３ 監査の対象期間

令和３年４月１日～令和４年３月31日

４ 監査の着眼点

財務に関する事務の執行、経営に係る事業の管理及び事務の執行が法令等に適合し、

正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努

めているかについて監査した。

５ 監査の実施内容

岡崎市監査基準の規定に基づき、提出された監査資料を参考とし、関係書類を試査

するとともに、部課長等の説明を聴取して監査を実施した。

６ 監査の結果

各事務は、法令等に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるよう

にし、その組織及び運営の合理化に努めているとおおむね認められたが、次のとおり

改善・検討を要する事項等が見受けられた。
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建設企画課

資料複写料収入の現金出納事務について、収納した現金を堅固な容器の中に保管し

ないまま、翌日以降に指定金融機関に払込んでいるものが見受けられたため、予算決

算及び会計規則に準拠した適正な保管及び処理をされたい。

土木管理課

河川及び法定外公共物の占用許可に係る事務において、次のとおり不備な点があっ

たにもかかわらず、占用料を減免しているものが見受けられたため、法令等に準拠し

た適正な処理をされたい。

⑴ 準用河川管理規則第７条に規定された流水占用料等減免申請書等が提出されて

いないものがあった。

⑵ 法定外公共物管理条例施行規則第４条に規定された減免を受けようとする旨

が、申請書に記載されていないものがあった。

道路維持課・河川課・土木管理課

公有財産管理規則第44条第２項に該当し、公有財産台帳の整備を必要としない財産

の管理において、所管課情報を更新していないものが見受けられたため、当該財産の

管理を統括する土木管理課及び関係各課と引き続き協議し、適正な処理をされたい。
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上 下 水 道 局

経営管理課、総務課、サービス課、水道工事課、水道浄水課、

下水施設課、下水工事課

１ 監査の種類

地方自治法第199条第１項、第２項及び第４項並びに岡崎市監査基準第４条第１項第

１号及び第２号の規定により実施する監査

２ 監査の実施期間

令和４年９月29日～令和５年３月30日

３ 監査の対象期間

令和３年４月１日～令和４年３月31日

４ 監査の着眼点

財務に関する事務の執行、経営に係る事業の管理及び事務の執行が法令等に適合し、

正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努

めているかについて監査した。

５ 監査の実施内容

岡崎市監査基準の規定に基づき、提出された監査資料を参考とし、関係書類を試査

するとともに、部課長等の説明を聴取して監査を実施した。

６ 監査の結果

各事務は、法令等に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるよう

にし、その組織及び運営の合理化に努めているとおおむね認められたが、次のとおり

改善・検討を要する事項等が見受けられた。

10



総務課

下水道敷占用許可に係る事務について、申請書に下水道条例第17条に規定された図

面が添付されていないものがあったため、同条例に準拠した適正な処理をされたい。

サービス課

下水道使用料及び農業集落排水処理施設使用料の延滞金について、システムで管理

がされていないことにより、延滞金の状況が随時把握できる体制ではなかったため、

適正な管理ができるよう対応されたい。

下水施設課

一般廃棄物処理手数料の納付事務について、納期限を過ぎて納付しているものがあ

ったため、チェック体制を確立するなど適正な処理をされたい。
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工 事 監 査

１ 監査の種類

地方自治法第199条第１項及び第５項並びに岡崎市監査基準第４条第１項第１号の

規定により実施する随時監査

２ 監査の対象

市道岡崎阿知和スマートインター線 道路築造工事その１

（総合政策部地域創生課）

３ 監査の実施期間

令和４年10月31日～令和５年３月30日

現地調査日 令和５年１月16日

４ 監査の着眼点

財務に関する事務の執行及び工事の執行が法令等に適合し、正確で、最少の経費で

最大の効果を挙げるようにしているかについて監査した。

なお、この監査にあたっては技術的観点を主眼としたため、協同組合総合技術士連

合の協力を得た。

⑴ 工事が予算の所期する目的に適合しているか。 

⑵ 工事が設計図書及び仕様書のとおりできているか。 

５ 監査の実施内容

岡崎市監査基準の規定に基づき、提出された監査資料を参考とし、関係書類を試査

するとともに、部課長等の説明を聴取し、かつ現地調査を実施した。

６ 監査の結果

各項目は、法令等に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるよう

にしているとおおむね認められた。

なお、結果概要については、次のとおりである。
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市道岡崎阿知和スマートインター線 道路築造工事その１

⑴ 工事場所 

岡崎市西阿知和町地内

⑵ 工事の目的 

本工事は、（仮称）岡崎阿知和スマートインターチェンジへアクセスする道路を新設

し、市内幹線道路の渋滞緩和を図るとともに、阿知和地区工業団地等周辺の産業活動

を支援するために行うものである。

⑶ 工事の概要 

工事延長 Ｌ＝360ｍ

掘削工  Ｖ＝30,900㎥ 

側溝工 Ｌ＝648ｍ

舗装工 Ａ＝4,520㎡

集水桝工 Ｎ＝17

⑷ 工事請負業者 

松尾建設株式会社

⑸ 設計業務 

株式会社片平新日本技研 名古屋支店

⑹ 事業費 

契約金額 139,777,000円（消費税及び地方消費税を含む。）

⑺ 契約工期 

令和４年３月30日～令和５年２月28日

⑻ 工事進捗率 

72.3％（令和４年12月末現在）

協同組合総合技術士連合からの報告書は、次のとおりである。
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工 事 監 査

１ 監査の種類

地方自治法第199条第１項及び第５項並びに岡崎市監査基準第４条第１項第１号の

規定により実施する随時監査

２ 監査の対象

配水管布設工事（耐震管３工区）

（上下水道局上下水道部水道工事課）

３ 監査の実施期間

令和４年10月31日～令和５年３月30日

現地調査日 令和５年１月16日

４ 監査の着眼点

財務に関する事務の執行及び工事の執行が法令等に適合し、正確で、最少の経費で

最大の効果を挙げるようにしているかについて監査した。

なお、この監査にあたっては技術的観点を主眼としたため、協同組合総合技術士連

合の協力を得た。

⑴ 工事が予算の所期する目的に適合しているか。 

⑵ 工事が設計図書及び仕様書のとおりできているか。 

５ 監査の実施内容

岡崎市監査基準の規定に基づき、提出された監査資料を参考とし、関係書類を試査

するとともに、部課長等の説明を聴取し、かつ現地調査を実施した。

６ 監査の結果

各項目は、法令等に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるよう

にしているとおおむね認められた。

なお、結果概要については、次のとおりである。
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配水管布設工事（耐震管３工区）

⑴ 工事場所 

岡崎市橋目町ほか２箇町地内

⑵ 工事の目的 

本工事は、水道基幹管路強靭化再構築計画に基づき、水道管路網の骨格となる基幹

管路の更新及び耐震化を図り、安定した水供給を確保するために行うものである。

⑶ 工事の概要 

φ350DIP-E（GX） Ｌ＝854.9ｍ

⑷ 工事請負業者 

石田設備株式会社

⑸ 設計業務 

中日コンサルタント株式会社

⑹ 事業費 

契約金額 138,380,000円（消費税及び地方消費税を含む。）

⑺ 契約工期 

令和４年７月25日～令和５年３月24日

⑻ 工事進捗率 

39.2％（令和４年12月末現在）

協同組合総合技術士連合からの報告書は、次のとおりである。
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令和４年度

岡崎市公共工事技術調査業務報告書

令和５年３月３日

協同組合 総合技術士連合
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Ⅰ.調査概要

１．技術調査対象工事名称

⑴ 市道岡崎阿知和スマートインター線  道路築造工事その１ 

⑵ 配水管布設工事（耐震管３工区） 

２．調査実施日

令和５年１月 16日（月）

３．調査場所

市役所会議室及び当該工事現場

４．監査執行者

代表監査委員（識見） 岡島 讓

監査委員（識見） 長谷川龍伸

監査委員（議選） 中根 武彦

監査委員（議選） 井町 圭孝

５．調査立会者

監査委員事務局 局長 中村 耕

次長 岡本 秀樹

６．技術調査業務（報告書共）実施技術士

協同組合 総合技術士連合

藤原 敏 技術士（建設部門・総合技術監理部門）

〒530－0047 大阪市北区西天満５丁目１番 19 号（高木ビル 408）

TEL：06－6311－1145、 FAX：06－6311－1146
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Ⅱ‐１ 市道岡崎阿知和スマートインター線 道路築造工事その１

１．工事担当部局及び工事内容説明者

【総合政策部】

部 長 手嶋 俊明

【地域創生課】

課 長 木下 政樹

副 課 長（技術係係長兼務） 牧原 利雄

技術係主査 大橋 良

技術係主査 中西 隆晃

２．工事概要

⑴ 工 事 場 所：岡崎市西阿知和町地内 

⑵ 工事請負業者：松尾建設株式会社 

⑶ 委託設計業者：株式会社片平新日本技研 名古屋支店 

⑷ 工事請負契約額：139,777,000 円（設計額：147,405,500 円）

⑸ 落   札   率：94.8% 

⑹ 工 事 期 間：令和４年３月 30 日～令和５年２月 28日 

⑺ 工  事  概  要：工 事 延 長 Ｌ＝360ｍ 

掘 削 工 Ｖ＝30,900 ㎥ 

側 溝 工 Ｌ＝648ｍ

舗 装 工 Ａ＝4,520 ㎡

集 水 桝 工 Ｎ＝17

⑻ 工事進捗状況：  

全体工程を 100％とすると 12月末現在の進捗状況は、72.3％となる。

工種別進捗率は、以下のようになる。

準 備 工 ：0.3 ／0.3％

道 路 土 工 ：23.6／31.7％

法 面 工 ：7.0／11.1％

舗 装 工 ：4.2／6.5％

排水構造物工 ：13.1／25.5％

道路付属施設工 ：1.7／2.1％

付 帯 工 ：2.4／2.4％
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仮 設 工 ：20.0／19.9％

片 付 工 ：0.0／0.5％

３．事業目的

市道岡崎阿知和スマートインター線は、（仮称）岡崎阿知和スマートインターチェ

ンジと市道岡崎環状線間を結び、市内の幹線道路の渋滞緩和、阿知和地区工業団地計

画や周辺の産業活動の支援に大きく寄与する道路である。阿知和地区工業団地は令和

８年度末の造成完了予定、その後分譲の見通しである。当該事業の整備により、市内

の幹線道路の渋滞緩和、及び開発交通量の円滑な交通の確保が図られ、物流の効率化

や阿知和地区工業団地計画の産業活動支援等に寄与することが期待される。

４．総括所見

工事監査資料及び関係書類並びに現地調査等に基づき、計画、設計、積算、施工等

の各過程における技術調査着目点について質疑応答を行った。

質疑に関する回答（口頭及び資料による）は必要十分であり、今回調査の範囲におい

ては全体的に概ね適切に実施されていると認められる。

以下、調査した事項のうち主な内容の要点を各項に示し、注意、要望、検討を要す

る点についてはそれぞれの項に記すものとする。

（図１）位置図と事業概要
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５．書類監査

工事の関係書類の提示を求め、計画、設計、積算、契約、施工管理、試験・検査等の技

術的事項について関係者に質疑し、回答を求めた結果、記載内容、資料整備、各項目

での整合性は保たれており、書類整理の観点からは問題とすべき点は認められなかっ

た。

主な関係調査書類は（写真１）のように整理されているが、具体的には次のような

書類が整備されている。

・工事請負契約書

・設計書、数量計算書

・特記仕様書、設計図面

・工事打合せ簿

・全体工程表、施工計画書（分冊）

・ダンプトラック管理表

・施工体制台帳、防災計画書、交通誘導員集計表

・使用材料承認願書、品質記録簿

・段階確認、施工状況把握報告書

・安全関係書類（日誌、KY、新規入場者教育、日常点検等）

・工事写真(電子データ)

（写真１）

６．契約

入札は、岡崎市契約規則に基づき、参加企業８社で一般競争入札（電子入札）によ

り同規則通りなされていた。また、入札談合を疑わせる情報が寄せられた場合又は当
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該情報の報告を受けた場合には、速やかに岡崎市公正入札調査委員会へ報告すること

とされている。

契約関係書類としては、入札結果、工事請負契約書、内訳書等の関係書類があり、

これらを調査した限り一連の手続に特に問題となるところは見当たらなかった。

７．計画・設計

将来交通量推計結果より算出された交通量より道路区分を４種２級としている。

また、スマートインターチェンジへのアクセス道路でもあるため、設計対象車両をセ

ミトレーラー連結車として設計を行っている。スマートインターチェンジの概略設

計において種々の条件を考慮した計８案を検討し、総合的な比較検討の結果、東阿知

和地区の優良農地及び工業団地への影響が少なく、ランプの安全性及び経済性に優

れる下記の採用案を選定し、これを基に詳細設計、公安協議を行い実施案に決定され

たものである。

採用案：工業団地アクセス道路から東名西側側道を介して市道岡崎環状線へ接続

するルートとして計画を見直しするとともに、当該道路へ上下線のＩＣ

ランプを接続する案

（図２）アクセス計画及び周辺道路整備計画

各案について概略の説明を受けたところ、決定過程においても特に問題となると

ころは見受けられなかった。また、道路構造設計に関しては確認した限りにおいて「舗

装設計施工指針」、「道路設計要領」などの指針等に準じて適切に設計されていた。
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主な設計根拠資料は次のとおりである。

・舗装設計施工指針 日本道路協会

・道路設計要領 中部地方整備局

・愛知県道路構造の手引き 愛知県

・道路構造令の解説と運用 日本道路協会

・道路土工指針（切土工・斜面安定工、盛土工） 日本道路協会

８．積算

積算は、他自治体等でも使用されている積算システム ESTIMA(エスティマ)を使用し

ている。各単価は、愛知県「設計単価表」に単価が設定されている場合はこれを採用

する。その他必要なものは、建設物価等の物価資料による単価を採用し、掲載されて

いない単価については岡崎市調査単価や３者以上からの見積りを徴取し、異常値を除

いた価格の平均価格を採用するとのことであり、特に問題となるところはなかった。

また、今回の調査において残土処理費の運搬費が多額に上っていたが、今後の設計

変更により発生土を隣接工区に押土して活用することとし、相当部分の運搬費が削減

される運びとなっている。このように、施工途中において現場状況を勘案した柔軟な

設計変更の実施は工事費節減の面においても有効なものと評価される。

主な積算根拠資料は次のとおりである。

・積算基準及び歩掛表 愛知県建設部

・県及び市の標準単価表 愛知県、岡崎市

・建設物価 ㈶建設物価調査会 

・土木コスト情報 ㈶建設物価調査会 

９．使用材料

設計図書に基づいて使用材料承認願が提出され、市担当職員により内容が確認され

ていた。各材料の形状寸法、品質、強度は設計に適合している。

また、主要資材については監督職員による製品検査が検査要領(寸法検査、荷重試験

等)に従って行われている。本工事に限ることではないが、特殊な規格の資材について

は同種の既製品がないかよく使用事例など調査し、同種の製品があれば見積りを比較

検討することが重要である。
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（写真２） （写真３）

10．施工管理

施工計画書では全工程における各工種の実施要領を検討・整理していて、施工体制

台帳、施工体系図、各工種の有資格者、工程表、残土処理計画等の内容につき調査し

たところ、特に問題となることは見受けられなかった。

なお、本工事において請負人からの申し出により ICT 建設機械を使用することと

し、機械経費等の増額分を認めるとのことである。今後も同種機械が導入されるケー

スが想定されるので、機械経費の増額分だけでなく合理化され省力化、工期の短縮等

の効果がどの程度あるのか、請負人の協力を得て施工の実態を調査、記録しておくこ

とが望ましい。

（写真４） （写真５）

安全管理については、安全教育訓練、KY 活動、新規入場者教育、月例、日常点検、

各種点検表、下請け業者別安全資料、工事安全日誌が整備されており、積極的な取組

がなされていると考えられる。

また、現場前の道路に向けて工事看板等を設置し、「建設業の許可票」、「監理技

術者及び主任技術者の表示」、「労災保険関係成立票」、「建退共加入表示」、「施

工体系図」等は現場事務所前に掲示されていた。
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（写真６） （写真７）

11．今後の課題

以上、計画、設計、積算、施工から現場の安全管理まで述べてきたが、今後設計変

更もあることから、工程管理、品質管理のより一層の充実を図り、引き続き安全第一

の姿勢で、無事故・無災害で竣工することが望まれる。
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Ⅱ‐２ 配水管布設工事（耐震管３工区）

１．工事担当部局及び工事内容説明者

【上下水道局上下水道部】

部 長 荻野 恭浩

【水道工事課】

課 長 跡地 操

副 課 長 新美 正紀

工事２係係長 市川 悦男

工事２係技師 加塚 勝英

２．工事概要

⑴ 工 事 場 所：岡崎市橋目町ほか２箇町地内 

⑵ 工事請負業者：石田設備株式会社 

⑶ 委託設計業者：中日コンサルタント株式会社 

⑷ 工事請負契約額：138,380,000 円（設計額：149,622,000 円）

⑸ 落  札  率：92.5% 

⑹ 工 事 期 間：令和４年７月 25 日～令和５年３月 24日 

⑺ 工 事  概 要：φ350DIP-E(GX) Ｌ＝854.9ｍ 

⑻ 工事進捗状況： 

全体工程を 100％とすると 12月末現在の進捗率は、39.2％となる。

工種別進捗率は、以下のようになる。

準 備 工 ：10.0／10.0％

φ 350 布設 工 ：26.7／62.0％

φ 100 布設 工 ：0.0／1.0％

不断水割 T 字管工 ：2.0／2.0％

空気弁設置工 ：0.0／2.0％

仕切弁設置工 ：0.5／1.0％

舗 装 復 旧 工 ：0.0／17.0％

付 帯 工 ：0.0／3.0％

片 付 工 ：0.0／2.0％
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３．事業目的

岡崎市は水道基幹管路強靭化再構築計画に基づき、配水区の再編と基幹管路の老朽

管更新及び重要給水施設への耐震化を図るため、水道管路網の骨格となる基幹管路の

最適な配置、冗長化を図り、安定した水供給を確保することとしている。

本件工事は、上記目的のため岡崎市橋目町ほか２箇町地内に耐震性のある 径 350mm

のダクタイル鋳鉄管（以下、「GX 管」という。）を既存管とは別ルートで埋設するも

のである。

４．総括所見

工事監査資料及び関係書類並びに現地調査等に基づき、計画、設計、積算、施工等

の各過程における技術調査着目点について質疑応答を行った。

その結果、今回調査を実施した範囲においては概ね適切に実施されていると認めら

れる。

以下、調査した事項のうち主な内容の要点を各項に示し、注意、要望、検討を要す

る点についてはそれぞれの項に記すものとする。

５．書類監査

工事の関係書類の提示を求め、計画、設計、積算、契約、施工管理、試験・検査等の技

術的事項について関係者に質疑し、回答を求めた結果、記載内容、資料整備、各項目

での整合性は保たれており、書類整理の観点からは問題とすべき点は認められなかっ

た。

主な関係調査書類は（写真１）のように整理されているが、具体的には次のような

書類が整備されている。

・工事請負契約書

・設計書

・特記仕様書

・数量計算書

・設計図面

・使用材料承認願書

・品質記録簿

・水道事業実務必携

・工事写真(電子データ)
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（写真１）

６．契約

入札は一般競争入札（総合評価方式）で行われ、６月 24日公告、７月 20 日開札（電

子入札）し、請負人が決定した。

なお、総合評価方式であるため、本工事では入札額の一番低い者ではなく、総合評

価値の高い者が落札している。詳細は下表のとおりである。

業者名 順位 標準点 加算点 ①評価点

（標準点+加算点）

②入札額

（円）

評価値

(①÷②×

10,000,000)

備考

石田設備㈱ 1 100 21 121 125,800,000 9.618 決定

㈱三河設備 2 100 5 105 120,600,000 8.706

また、本件工事は一般競争入札であるが、岡崎市地元企業優先調達条例に基づき、

市内に本店または主たる事務所を有する地元企業の入札を受け入れたため、２者のみ

の応札となっている。しかし、本件工事は特に特殊な工事ではないので、なるべく多

くのものが応札することにより、競争原理をより一層活用できるような方策を検討す

ることが望まれる。なお、岡崎市では入札談合を疑わせる情報が寄せられた場合又は

当該情報の報告を受けた場合には、速やかに岡崎市公正入札調査委員会へ報告するこ

とになっている。

７．計画・設計

本件工事の目的は水道基幹管路強靭化再構築計画に基づき、配水区の再編と基幹管

路の老朽管更新及び重要給水施設への耐震化を図るため、水道管路網の骨格となる基
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幹管路の最適な配置、冗長化を図り、安定した水供給を確保するものである。

当該対象管路は、水道基幹管路強靭化再構築計画の基幹管路として位置づけられて

いるが、施工年度不明となっているものの、昭和 26年から昭和 34年の第１期拡張時

代に整備された管路と考えられ、非耐震管及び老朽管であると想定される。なお、令

和２年度には漏水事故が発生していることなどから、布設替えが早急に必要な管路で

ある。

設計のコンセプト及び現場条件は次のとおりである。

・不断水で水道管の布設工事を行う。

・水道管の管種は、耐震管であるダクタイル鋳鉄管 GX形を採用する。

・既存管路φ350 の同一位置への布設替えは、道路幅員が狭いことから困難であ

るため、比較的道路幅員の広い道路をバイパスルートとして選定したもの。

設計根拠または準拠指針は次のとおりである。

・水道施設設計指針（2012）

・水道維持管理指針（2016）

・水道施設耐震工法指針・解説（2009）

・水道事業実務必携（R4年度）

・日本水道協会規格（JWWA）

・日本ダクタイル鋳鉄管協会技術資料（JDPA）

・水道用ポリエチレン二層管技術資料（JPPE）

・岡崎市水道管布設工事ハンドブック

・岡崎市給水装置工事指針

本件工事における管路は特に構造計算を要する箇所もなく、標準的な断面で実施さ

れていて、特に問題となるところはなかった。

８．積算

本件工事における資材等の数量については現場測量を行い、数量を決定していて、

単価とその根拠については、県及び市の単価、建設物価、土木コストの単価を使用し

ている。また、特殊工事や単価の記載のない材料については見積りを徴取している。

依頼した見積り、採用した単価については整理されている。また、共通仮設費、現場

管理費、一般管理費の経費率の算定は全国簡易水道協議会の計算方式を採用し、公共

事業設計積算システム ESTIMA(エスティマ)を使用して工事費を算定している。入力条

件等調査したところ、特に問題となるところは見当たらなかった。

28



９．使用材料

設計図書に基づいて使用材料承認願が提出され、市担当職員により内容が確認され

ていた。各材料の形状寸法、品質、強度は設計に適合している。本件工事に使用され

ている主要資材は（写真２～４）のような呼び径 350mm のダクタイル鋳鉄管 GX 型であ

る。

（写真２）

（写真３） （写真４）

また、主要資材については監督職員による製品検査が検査要領(寸法検査、荷重試験

等)に従って行われている。本工事に限ることではないが、用途に適合する同種製品が

ないかよく使用事例など調査し、同種の製品があれば見積りを比較検討することが重

要である。特に今後敷設する予定の呼び径 150mm の上水管についてはダクタイル鋳鉄

管と高密度ポリエチレン管の長期コストを比較し、前者が勝っているとして採用予定

とのことであるが、名古屋市や豊田市などは後者の採用実績があるとのことなので、

比較条件が岡崎市と合致しているかどうかなど聞き取りし、より一層適切な選択がで

きないか検討することが望ましい。
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10．施工管理

施工計画書では全工程における各工種の実施要領を検討・整理しており、施工体制

台帳、施工体系図、各工種の有資格者、工程表、残土処理計画等の内容につき調査し

た限りにおいて、特に問題となることは見受けられなかった。ただし、工事進捗率は

39.2％と計画の 53％に比較して遅れている。この理由は、県道への埋設道路占用許可

で時間を要したとのことであり、その対策として一部市道へルート変更して工事を進

め、その間に一部県道の占用協議を進めることとしている。

安全管理については、毎日、作業ミーティング、KY 活動、新規入場者教育、各種重

機点検表の作成等計 11 項目の安全対策を随時行っているのに加え、岡崎市管工事協

同組合が定期的に行っている安全パトロールに担当職員が同行し、施工計画の安全組

織と実際の安全組織が同一であるかどうか確認するなど、積極的な取組がなされてい

ると考えられる。

また、（写真５）のように現場事務所前の道路に向けて工事看板等を設置し、「建

設業の許可票」、「監理技術者及び主任技術者の表示」、「労災保険関係成立票」、

「建退共加入表示」、「施工体系図」等が掲示されていた。しかし、一般通行人に向

けた掲示板は（写真６）のように道路と平行に設置されていて、通行人または車両が

掲示板の真横近くまで近づかないと認知できないため、認知しやすいような設置方

法を検討することが望ましい。

（写真５） （写真６）
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11．今後の課題

以上、計画、設計、積算、施工から現場の安全管理まで述べてきたが、工程管理で

遅れを生じていることから関係機関との協議を速やかに進め、加えて品質管理のよ

り一層の充実を図り、引き続き安全第一の姿勢で、工期内に無事故・無災害で竣工す

ることが望まれる。
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経 済 振 興 部

商工労政課、観光推進課、「どうする家康」活用推進課、農務課、

農地整備課、森林課、中山間政策課

１ 監査の種類

地方自治法第199条第１項、第２項及び第４項並びに岡崎市監査基準第４条第１項第

１号及び第２号の規定により実施する監査

２ 監査の実施期間

令和４年10月31日～令和５年４月28日

３ 監査の対象期間

令和３年４月１日～令和４年３月31日

４ 監査の着眼点

財務に関する事務の執行、経営に係る事業の管理及び事務の執行が法令等に適合し、

正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努

めているかについて監査した。

５ 監査の実施内容

岡崎市監査基準の規定に基づき、提出された監査資料を参考とし、関係書類を試査

するとともに、部課長等の説明を聴取して監査を実施した。

６ 監査の結果

各事務は、法令等に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるよう

にし、その組織及び運営の合理化に努めているとおおむね認められたが、次のとおり

改善・検討を要する事項等が見受けられた。
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商工労政課

１ 地域労働団体公益的事業費補助金及び認定職業訓練事業費補助金の交付事務につ

いて、算出した補助金の額に交付要綱で規定された端数処理を行わずに交付してい

たため、適正な処理をされたい。

２ 地域労働団体公益的事業費補助金の実績報告について、証拠書類で使途の確認を

行っていなかったため、証拠書類を徴取しその使途が補助対象経費に該当するか適

切な判断をされたい。

観光推進課

１ 資材倉庫の行政財産目的外使用許可に係る事務において、次のとおり不備な点が

見受けられたため、公有財産管理規則等に準拠した適正な処理をされたい。

⑴ 同規則第24条に規定されている使用の期間を超えて許可していた。 

⑵ 使用料の算定に誤りがあった。 

２ 精算を伴う指定管理業務の修繕費の実績報告について、証拠書類で金額の確認を

行っていなかったため、適正な処理をされたい。

３ 家康公生誕祭開催事業費補助金の交付事務において、次のとおり不備な点が見受

けられたため、適正な処理をされたい。

⑴ 交付申請書の総事業費について、添付資料等との整合性がとられておらず誤っ

た金額が記載されていた。

 ⑵ 交付決定前に支出した経費を補助対象経費としていた。 

⑶ 実績報告について、総事業費の収支の整理が適正にされていなかった。また、

補助対象経費を確認できる収支精算書が提出されていなかった。
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農務課

１ 麦赤かび病防除事業費補助金の実績報告について、証拠書類の確認を十分に行っ

ていなかったため、適正な処理をされたい。

２ 農業支援センターの備品管理において、次のとおり不備な点が見受けられたため、

物品管理規則に準拠した適正な処理をされたい。

⑴ 長期間使用しておらず、今後も使用する予定がないと思料される備品について、

不用の手続をしていないものが多数見受けられた。

⑵ 備品標示票を貼付していないものが多数見受けられた。 

なお、⑴の備品については過去にも同様の指摘をしているが改善されていない。

今後の取扱いを含め、速やかに対応を検討されたい。

３ 電柱の行政財産目的外使用料について、目的外使用料条例第３条第３項第１号に

規定された道路の占用に関する条例第４条の規定の例による算定をしていなかった

ため、適正な処理をされたい。

農地整備課

公有財産管理規則第44条第２項に該当し、公有財産台帳の整備を必要としない財産

の管理において、所管課情報を更新していないものが見受けられたため、関係各課と

引き続き協議し、適正な管理をされたい。

森林課

１ 旧木材処理加工施設の建物及び備品について、平成28年に施設の設置等に係る条

例を廃止して用途廃止等の手続をしたにもかかわらず、その後の取扱いが明確にな

っておらず、未だに処分等がされていなかった。また、建物敷地の賃借料を負担し

ていることからも、関係機関等と協議し、速やかに対応されたい。

２ 林業支援事業費補助金の実績報告について、証拠書類で使途や金額の確認を行っ

ていなかったため、適正な処理をされたい。
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中山間政策課

１ 精算を伴う指定管理業務の修繕費の実績報告について、証拠書類で金額の確認を

十分に行っていなかったため、適正な処理をされたい。

２ 補助金等の交付事務において、次のとおり不備な点が見受けられたため、適正な

処理をされたい。

⑴ 申請の前年度に支出した講習会受講料を補助対象経費としているものがあっ

た。

（狩猟免許取得費補助金）

 ⑵ 精算額の確認を十分に行っておらず補助金を過払いしていた。 

（小丸町簡易給水施設事業費補助金）

 ⑶ 証拠書類の確認を十分に行っていないものがあった。 

（寺野飲料水供給施設事業費補助金、飲料水代替給水施設事業費補助金、中山間

地中心的農業担い手支援事業費補助金）

⑷ 交付要綱に具体的な使途基準が示されておらず、補助対象経費としてふさわし

くないと思料される経費を補助対象経費に含めているものがあった。

（中山間地域等直接支払交付金）

 ⑸ 実績報告書が補助金交付要綱に規定された期限までに提出されていないもの、

交付要綱に規定された作業日誌が提出されていないもの及びその記載内容が不十

分と思料されるものがあった。

（中山間中心的農業担い手支援事業費補助金）

３ ろ過実証試験業務委託の特命随意契約において、次のとおり不備な点が見受けら

れたため、法令等に準拠した適正な処理をされたい。

⑴ 見積書を徴取せずに業務の執行に係る決裁をとり、業務を開始していた。 

⑵ 業務完了後に見積書を徴取し、遡りで契約書の作成等を行っていた。 

⑶ 徴取した見積書の内容確認を十分に行っておらず、経費が二重計上されたまま

委託料の支払いが行われていた。
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農 業 委 員 会 事 務 局

１ 監査の種類

地方自治法第199条第１項、第２項及び第４項並びに岡崎市監査基準第４条第１項第

１号及び第２号の規定により実施する監査

２ 監査の実施期間

令和４年10月31日～令和５年４月28日

３ 監査の対象期間

令和３年４月１日～令和４年３月31日

４ 監査の着眼点

財務に関する事務の執行、経営に係る事業の管理及び事務の執行が法令等に適合し、

正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努

めているかについて監査した。

５ 監査の実施内容

岡崎市監査基準の規定に基づき、提出された監査資料を参考とし、関係書類を試査

するとともに、事務局長等の説明を聴取して監査を実施した。

６ 監査の結果

各事務は、法令等に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるよう

にし、その組織及び運営の合理化に努めているとおおむね認められたが、次のとおり

改善・検討を要する事項等が見受けられた。
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農業委員会事務局

農地基本台帳複写料収入の現金出納事務について、当該会計年度３月分収入の一部

を翌年度歳入として処理しており、歳入の所属年度を誤っていたため、予算決算及び

会計規則等に準拠した適正な処理をされたい。
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公の施設の指定管理者監査

１ 監査の種類

地方自治法第199条第７項及び岡崎市監査基準第４条第１項第３号の規定により実

施する監査

２ 監査の対象

⑴ 指定管理者 岡崎ウェルフェアサポート株式会社 

⑵ 公の施設  友愛の家 

⑶ 所管課   福祉部障がい福祉課 

３ 監査の実施期間

令和４年12月28日～令和５年５月31日

４ 監査の対象期間

令和３年４月１日～令和４年３月31日

５ 監査の着眼点

公の施設の指定管理業務に係る出納その他の事務の執行が法令等に適合し、当該公

の施設の設置目的に沿っているかについて監査した。

６ 監査の実施内容

岡崎市監査基準の規定に基づき、提出された監査資料を参考とし、関係書類を試査

するとともに、マネージャー等の説明を聴取して監査を実施した。

７ 指定管理業務の概要

⑴ 業務の内容 

ア 地域活動支援センターに関すること
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イ 施設の運営に関すること

ウ 施設及び設備の維持管理に関すること

⑵ 指定方法   公募 

⑶ 指定管理料  80,835,538円（令和３年度） 

⑷ 指定期間   平成30年４月１日～令和16年３月31日 

８ 監査の結果

各事務は、法令等に適合し、当該公の施設の設置目的に沿って適正に執行されてい

るとおおむね認められたが、次のとおり改善・検討を要する事項等が見受けられた。

１ 行政財産目的外使用料の減免手続きについて、減免を受けようとする者から申請

がないにもかかわらず減免をしているものがあったため、公有財産管理規則に準拠

した適正な処理をされたい。

２ 施設の光熱水費について、事業契約書に規定された支払方法とは異なる方法で支

払われていたため、適正な処理をされたい。
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